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１．はじめに

インドは、2015年に景気後退にある中国を

抜いて、主要国では現在、経済成長率が最も

高い国になった。国際通貨基金（IMF）の予測

によれば、インドの経済成長率はその後7%台

を推移し、2022年まで一貫して中国のそれを

上回る（International Monetary Found 2017）。

1980年以降、中国とインドの経済成長率の1年

以上にわたる逆転現象は「天安門事件」直後

を除くと史上初めてのことである。このことは、

世界経済における成長の極が東アジアの中国

から南アジアのインドへと漸次移行するという

壮大なドラマの幕開けを意味するのであろう

か。それとも、景気循環要因による成長率の一

時的な逆転現象でとるに足らない瑣末なエピソ

ードに過ぎないのだろうか。現在、インドの高

度経済成長に世界の注目が集まっている。

こうしたインドの著しい経済成長を背景にし

て、近年、日本企業のインド進出が目覚しい。

在インド日本国大使館とジェトロの資料によれ

ば、2008年での進出企業数・拠点数は550社・

838拠 点 で あ った が、2016年 に は1,305社・

4,590拠点にまで増加している（在インド日本

国大使館・ジェトロ 2017）。この8年間で企業

数でみて755社の日系企業が新規にインドに進

出し、その拠点数をみると実に3,752拠点も増

加している。実際、国際協力銀行の資料によれ

＊ 本研究は、科研費・基盤研究（B）「インドの産業発展と日系企業」（課題番号：25301022）および基盤研究（A）「南アジアの産業発展と日系企業のグ
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ば、インドは、インドネシアや中国を押しのけ

て2014年から2016年の3年連続で日本企業か

らは最も有望な事業展開先国としてみなされて

いる（国際協力銀行 2014、2015、2016）。

2000年代後半から、日系企業のインド進出

が急増したが、現在、大企業のインド進出につ

いては一巡したと言えよう。たとえば、日本の

主要完成車メーカーで製造拠点をインドに持っ

ていないのは、ダイハツ、マツダ、スバル（富

士重工業）、日野、および三菱自動車である。

ダイハツは、2016年に、すでにインドに進出し

ているトヨタの完全子会社となり、今後、トヨ

タと共同でインドを始めとする新興国向けの小

型乗用車の開発を行うことを企図している。マ

ツダは1980年代にインドに現地資本との合弁

事業で進出したが、2000年代に入りインドから

撤退した経験がある。にもかかわらず、現在、

マツダはインドへの再参入の機会を伺ってい

る。スバルは、GMインドにOEMで車体を納入

した実績がある。トヨタグループの日野は、丸

紅と共同でインドに販売会社を設立している。

三菱自動車もインド地場のヒンドゥスタン・モ

ーターズと技術提携をし、ヒンドゥスタン・モ

ーターズ側が三菱ブランドの自動車の製造・販

売を行ったことがあるが、2016年にはインドに

すでに進出しているルノー日産グループに入っ

た。以上のように、すでにインドに進出してい

るスズキ・ホンダ・トヨタ・日産・いすゞなど

の主要完成車メーカーに加えて、製造拠点を持

っていない完成車メーカーですら何らかのかた

ちでインド市場に密接に関わっている。さらに、

完成車メーカーの進出に伴って、主要な一次サ

プライヤーのほとんどもインドに進出しており、

現在は、二次・三次サプライヤーのインド進出

が強く期待されるようになってきた。大企業か

ら中小企業進出が重要になってくるという最近

のこうした潮流は、自動車産業に限らず、程度

の差こそあれ、インドでは産業横断的に観察さ

れる。

そこで、本研究は、今後、日本企業のインド

進出を牽引することが期待されている中小企業

に焦点を当てたい。中小企業は、国内において

も資金・人材・技術・情報面などで大企業と比

較すれば不利な立場にあるので、事業環境が

いっそう厳しい新興国とりわけインドでは相当

な苦戦を強いられることは容易に想像がつく。

本研究は、アンケート調査を実施することによ

って、インドに進出している中小企業が直面し

ている事業環境上の諸問題を明らかにする1。

以後の本稿の構成はつぎのとおりである。第

2節では、2013〜14年に実施したインド進出日

系企業のアンケート調査の方法と同調査に回答

をした企業の特徴を明らかにする。第3節では、

アンケート調査に回答した企業の現況とその事

業環境を中小企業を中心に考察する。第4節で

は、本稿のまとめを行う。

２．アンケート調査の方法と回答企業の
特徴

筆者が2013年12月末から2014年2月にかけ

て実施したインド進出日系企業へのアンケート

調査を利用して、インド進出日系企業の現況と

１ 本稿では取り上げることができない日本とインドの長期的な経済関係については、佐藤（2012c）を参照されたい。また、現在のインド経済の状況やナ
レンドラ・モディ現政権の経済政策については、佐藤（2014b）（2014c）（2015）、佐藤編（2017）、二階堂・佐藤ほか（2015）などを参照されたい。
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それが抱える諸問題を考察する。本アンケート

の学術上の特徴は、①日系企業の母集団リスト

に企業基本情報を付加し、それに基づいて日系

企業の状況を分析できること、②母集団リスト

を用いてアンケート調査を実施し、アンケート

回答企業と非回答企業の属性の違いも踏まえて

113社の事業活動の実態を分析できること、の

2点である。アンケート調査にあたっては、つ

ぎのような手続きをとった。

（1）2012年10月時点の在インド日本大使館・

ジェトロ『インド進出日系企業リスト』（在イン

ド日本大使館・ジェトロ 2013）収録企業926

社を「母集団リスト」作成のためのベンチマー

クとした（2013年のリストは調査開始直後の

2014年1月に公開されたので利用できなかっ

た）。企業（会社）が日系企業かどうかを容易

に識別できるインド政府による公的統計は存在

しない。したがって、ベンチマークとして在日

本大使館・ジェトロによる日系企業リストを利

用した。そこでの日系企業の定義は、①日本人

あるいは日本企業が経営参加を目的に10%以上

株を所有していること、あるいは②日本人によ

って設立された企業であること、となっている。

このリストに含まれない企業も独自の情報で追

加して、合計969社のマスターファイルを作成

した。さらに、この969社リストは同一企業の

重複を多く含むものであり、重複分を削除する

と、最終的に620社のユニークな企業リストを

得ることができた。これが、本研究でいう「母

集団リスト」である。

（2）620社全てに対して対面・書面・電話・

電子メールなどを通じて、アンケート調査の回

答を依頼した。最終的には匿名で回答した企業

も含めて113社から回答を得た（うち、匿名で

アンケート調査に回答した企業は5社である）。

調査はインド現地法人CloudLancer India Pvt. 

Ltd.に委託した。

（3）620社 全てについて、インド会 社 省

（Ministry of Corporate Affairs）の企業情報デ

ータベースMCA21で、会社の英語名で検索を

行い、会社形態、資本金額や会社設立年月日

などをはじめとする企業基本情報を得た（企業

（会社）は、会社省に登記する必要がある。登

記後に割り当てられる企業識別番号があれば、

会社省のMCA21から容易に基本企業情報を入

手することができる）。その結果、524社の企業

基本情報を「母集団リスト」に追加した。

さて、2012年には926社のインド進出日系企

業が日本大使館とジェトロのリストには存在し

ているが、本研究による精査によればユニーク

な企業は620社であることが判明した。同年の

経済産業省『海外事業活動基本調査』（経済産

業省 2013）で示されている操業中のインド日

系企業数410社と比較すればその差は210社2、

同年10月調査時点の東洋経済新報社『海外進

出企業総覧』（東洋経済新報社 2013）での日本

企業の現地法人数581社と比較すると、その差

はわずか39社に過ぎない。このように、他の代

替的統計と比較しても、本研究における進出日

系企業のカバレッジは遜色ないことがわかる3。

２『海外事業活動基本調査』の調査対象のなかには、不動産や金融・保険業が入らないため、その企業数が本研究よりも少なくなるのは当然なことである。
３ 因みに、2013年時点の日系企業数は、『海外進出企業総覧』（東洋経済新報社 2014）では641社、『海外事業活動基本調査』（経済産業省 2014）では

470社となっている。
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企業基本情報が利用可能である524社のデ

ータを利用して、アンケート回答・非回答企業

の属性の違いを分析できるのが、他の研究では

ほとんど類例のない本研究の重要で独自の長所

である。そこで、アンケート回答・非回答企業

の違いを簡単にまとめておきたい4。

（1）620社中、企業名が分かる回答企業数は

108社（回答企業総数は113社）であり、回答

率は17%である（匿名企業を含めると19%）。

研究者が行うこの種のアンケート調査として

は、回答率は比較的高い部類に入ると思われる。

インド会社省に登記している企業524社だけで

見ても、回答率は18%となっている。授権資本

金総額では回答企業は日系企業全体の10%を

占め、平均授権資本金額は回答企業が7億ルピ

ー、非回答企業が13億ルピーとなっている。

すなわち、回答企業の規模は非回答企業と比

較すると、半分程度の大きさで、大企業の回答

率が低い5。

（2）産業ごとの回答・非回答企業の違いをみ

ると、回答企業の産業としては、商業・物流業

の回答率が高く、製造業とりわけ自動車産業の

回答率が低い。回答企業全体のなかで商業・

物流業の割合が28%であるのに対して、非回答

企業全体での同産業の割合は20%である。また、

回答企業全体のなかで自動車産業の割合が

10%であるのに対して、非回答企業全体での同

産業の割合は19%である。日系企業がインド国

内で最も活躍している自動車産業に属している

日系企業が、このアンケート調査に十分回答し

ていないことは、この調査の短所のひとつであ

る6。

（3）企業の立地をみると、回答企業の立地は、

非回答企業と比べると北部のデリー準州及びハ

リヤーナー州が多く、南部のタミル・ナードゥ

州が少ない。回答企業全体でみるとデリー・ハ

リヤーナー州が74%と圧倒的に多く、タミル・

ナードゥ州はわずか7%程度に過ぎない。これ

に対して、非回答企業全体でみると、その比率

はそれぞれ52%、20%となっている。全企業で

みたときの立地上位5州を確認すると、デリー

準州が37%、ハリヤーナー州とタミル・ナード

ゥ州が同率の18%、西部のマハーラーシュトラ

州が8%、南部のカルナータカ州が4%となって

いる。インド最大の自動車会社であるマルチス

ズキは1983年操業開始とその歴史が古く（設

立は1981年）、日系自動車部品メーカーの立地

もマルチスズキのグルガオン（ハリヤーナー州）

工場を中心として国道8号線に集中しているこ

ともあり、日本企業はデリー首都圏に多くが立

地している。これに対して、タミル・ナードゥ

州のチェンナイ近郊には日産が、カルナータカ

州のバンガロール近郊にはトヨタが立地してお

り、近年は南部諸州にも多くの日系企業が進出

するようになってきている。また、マハーラー

シュトラ州はインド最大の商業都市ムンバイを

擁しており、インドの中央銀行であるインド準

４ 回答・非回答企業の属性について、より詳しくは佐藤（2017a）を参照されたい。
５「中小企業のインド進出」をテーマとしている本稿にとっては、中小企業の回答率が相対的に高いことは本研究の長所とみなすことができる。
６ インド進出日系企業全体でみると、56%の企業が製造業部門に属しており、44%の企業がサービス産業部門に属している。製造業部門のなかでは、自動

車が18%、機械が16%、その他製造業（エレクトロニクスを含む）が11%となっている。経済産業省『海外事業活動基本調査』の2012年時点での産業
の内訳をみると、インド進出日系企業410社のうち自動車産業は83社と企業数こそは必ずしも多くはないが（全体の20%に相当するが、これは本研究で
得られた自動車産業の割合とほぼ一致する）、売上高をみると、日系企業全体の2.6兆円に対して自動車は1.7兆円で全体の66%、従業員数でみると総数
18万人に対して自動車は11万人で全体の64%を占めるのである。すなわち、インドにおける日系企業の中核は自動車産業であることを特記したい。



2017.11 9

備銀行（Reserve Bank of India）や、ボンベイ

証券取引所（Bombay Stock Exchange）と

ナ シ ョ ナ ル 証 券 取 引 所（National Stock 

Exchange）というインド最大の株式取引所が

所在しており、インドの金融セクターの中心地

である。

図1は、2013年10月時点におけるインド進出

日系企業の拠点（本社・本店、生産工場、直

営の支店・営業所・出張所）の立地を示したも

のである。全体で2,542拠点存在しているが、

上位6州を確認すると、北部のハリヤーナー州

（325拠点）・デリー準州（175拠点）、西部のマ

ハーラーシュトラ州（397拠点）、南部のタミル・

ナードゥ州（523拠点）・カルナータカ州（299

拠点）・アンドラ・プラデシュ州（229拠点）、

となっている。

（4）会社形態別に回答・非回答企業の違い

を確認する前に、簡単にインドにおける企業（会

社）のカテゴリーを整理しておきたい。会社省

に登録している企業（会社）は、2種類に大別

される。すなわち、インド国内における自由な

営利活動が保証される「現地法人」と営業活

動に制限がある「非現地法人」である。現地法

人については、会社省の企業情報検索サイト

「MCA21」から、さらに、所有形態（非政府系

インド会社、外国法人の子会社とその他現地法

プドゥチェリー連邦直轄地（9）
タミル・ナードゥ州（523）

アンドラ・プラデシュ州（229）

オディシャ州（15）

西ベンガル州（96）

ジャールカンド州（24）

ビハール州（9）

ウッタル・プラデシュ州（72）

ウッタラカンド州（14）パンジャーブ州（19）

チャンディガル連邦直轄地（12）

デリー準州（175）

ラジャスタン州（79）

グジャラート州（84）

マハーラーシュトラ州（397）

ハリヤーナー州（325）

カルナータカ州（299）

ダマン＆ディウ
連邦直轄地（5）

マディヤ・プラデーシュ州（25）

ケララ州（105）

ゴア州（7）
チャッティースガル州（5）

ヒマーチャル・プラデシュ州（3）

ジャンム・カシミール州（3）

アッサム州（7）

メガラヤ州（1）

資料：在インド日本国大使館・ジェトロ（2014）。州名を一部修正した。

図1　インド各州における日系企業の拠点数（2013年10月）
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人）・公開と非公開会社・株式市場への上場有

無などの基本情報がわかる。非現地法人の種

類としては、駐在員事務所、支店、プロジェク

ト・オフィス、有限事業組合がある。

（4－1）以上を前提として、所有形態を確認

すると、回答企業については「外国法人の子会

社」（すなわち日本企業の子会社）が若干多く、

「非政府系インド会社」が若干少ないことがわ

かる。回答企業全体でみると、48%が非政府系

インド会社、35%が外国法人の子会社となって

いるの対して、非回答企業全体でみると、それ

ぞれ58%、26%となっている。「その他現地法人」

の割合はほぼ無視できる大きさであるが、非現

地法人の割合は15%程度であり、いずれも回答

企業と非回答企業で割合にほとんど差は存在し

ない。日系企業全体でみると、56%が非政府系

インド会社、28%が外国法人の子会社、1%が

その他現地法人、非現地法人は先にも述べたよ

うに15%となっている。

（4－2）現地法人は公開会社と非公開会社に

2区分されるが、回答企業の会社形態としては

非公開会社が多く、公開会社が少ない。回答

企業全体で非公開会社の割合が77%であるの

に対して、公開会社の割合は9%である。非回

答企業全体でみると、その割合はそれぞれ、

67%、18%となっている。非公開会社は株式譲

渡に制限があり、公開会社と比較して会社法の

コンプライアンス遵守事項が緩やかである。し

たがって、回答企業のなかで非公開会社の割

合が相対的に多いという事実は、回答企業が非

回答企業と比べて規模が小さいという（1）で

指摘したことと整合的である。日系企業全体で

みると、69%が非公開会社、16%が公開会社、

残り15%が非現地法人となっている。

（4－3）さらに、現地法人は上場企業と非上

場企業に区別することができる。しかし、上場

企業の割合については、回答企業と非回答企

業でほとんど差は存在しない。日系企業全体で

インドの株式市場に上場している企業はわずか

5%程度である。現地法人のほとんどが、非上

場企業である。

（5）図2の折れ線グラフは、企業設立年ごと

にみた日系企業の企業数を示している。M&A

でインド現地企業を買収しているケースや10%

以上の株式保有でインド現地企業と合弁をして

いるケースなどがあるので、企業設立年が

1920年という独立前から存在している企業も

ある。企業数をみると、1980年代前半・1990

年代前半・2000年代後半以降の3期間で、企

業数が急激に増加していることが読み取れる

が、とりわけ、2000年代後半以降に設立され

た企業数が群を抜いて大きい。あらためて、日

本企業のインド進出ラッシュが2000年代以降

から開始されていることが再確認できよう。

授権資本金でみた上位20企業を確認してみ

ると、第1位は、NTTドコモが資本出資をして

いるTATA Teleservices Limitedである。イン

ドの会社名の末尾に"Limited"が付いているとき

は公開会社を、"Private Limited"のときは非公

開会社を意味する。したがって、同社は公開会

社である。授権資本金は691億ルピー、所有形

態は非政府系インド会社である。株式は上場し

ていない。上位20位の企業中、上場企業は

Maruti Suzuki India Limited一社のみとなって

いる。TATA Teleservicesの業種は情報通信

業（通信）であり、"Tata DoCoMo"というブラ
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ンドで携帯電話サービス事業を行っている。登

記上の住所はデリー準州のニューデリーとなっ

ている。長期間にわたる交渉の結果、NTTド

コモは出資を引き上げ、インド市場から撤退す

る こ と に な っ た。2017年8月 現 在、Tata 

DoCoMoブランドは継続している。

第2位以下は、つぎのようになっている（括

弧内は、①授権資本金、②所有形態、③業種、

④登記上住所）。第2位はパナソックの子会社

であるAnchor Electricals Private Limited（①

500億ルピー、②外国法人の子会社、③製造業

（一般機械器具・電気機械器具）、④マハーラー

シュトラ州ムンバイ）、第3位はヤマハ発動機の

India Yamaha Motor Private Limited（①220

億ルピー、②非政府インド系会社、③製造業（二

輪車・二輪車部品）、④デリー準州のニューデ

リー）、同率第3位は日本生命が出資している

Reliance Life Insurance Company Limited（①

220億ルピー、②非政府系インド会社、③金融・

保険業、④マハーラーシュトラ州ムンバイ）、

第5位は、スズキのMaruti Suzuki India Limited

（①190億ルピー、②外国法人の子会社、③製

造業（自動車・自動車部品）、④デリー準州ニュ

ーデリー）、第6位はスズキのSuzuki Powertrain 

India Limited（①150億ルピー、②非政府系イ

ンド会社、③製造業（自動車・自動車部品、

④デリー準州ニューデリー。2013年に、第5

位のMaruti Suzuki India Limitedに吸収合併さ

れている）、第7位は本田技研工業のHonda Siel 

Cars India Limited（①100億ルピー、②非政

府系インド会社、③製造業（自動車・自動車部

品）、④デリー準州ニューデリー。2012年に、

同社の名称はHonda Cars India Limitedに変更

された）、同率第7位は三菱ケミカルのMCC 

PTA India Corp Private Limited（①100億ル

ピー、②非政府系インド会社、③製造業（化学

図2　設立年別の企業数と授権資本金でみた上位20企業

資料：東京商工リサーチ「2016年休廃業・解散企業動向調査」

（企業数）

（年）
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品）、④西ベンガル州コルカタ。三菱ケミカルは、

2016年にMCC PTA Indiaの株式譲渡を行い、

現在の同社の名称はMaterials Chemicals and 

Performance Intermediaries Private Limited

に変更された）、同率第7位は日産のNissan 

Motor India Private Limited（①100億ルピー、

②非政府系インド会社、③製造業（自動車・

自動車部品）、④タミル・ナードゥ州スリパー

アンバッドア）、同率7位はオリックスが出資

し て い るInfrastructure Leasing & Financial 

Services Limited（①100億ルピー、②非政府

系インド会社、③金融・保険業、④マハーラー

シュトラ州ムンバイ）、同率第7位はダイキンの

DAIKIN Aircondtioning India Private Limited

（①100億ルピー、②非政府系インド会社、③

製造業（一般機械器具・電気機械器具）、④デ

リー準州ニューデリー）、第12位は新日鉄住金

が 出 資 し て い るJamshedpur Continuous 

Annealing & Processing Company Private 

Limited（①95億ルピー、②非政府系インド会

社、③製造業（鉄鋼・金属）、④西ベンガル

州 コ ル カ タ ）、 第13位 は ス ズ キ のSuzuki 

Motorcycle India Private Limited（ ①85億 ル

ピー、②外国法人の子会社、③製造業（二輪車・

二輪車部品）、④デリー準州ニューデリー）、第

14位 は ユ ニ・ チ ャ ー ム のUnicharm India 

Private Limited（①80億ルピー、②外国法人

の子会社、③製造業（化学品）、④ハリヤーナ

ー州グルガオン）、第15位はパナソニックの

Panasonic India Private Limited（①77億ルピ

ー、②非政府系インド会社、③製造業（一般

機械器具・電気機械器具）、④タミル・ナード

ゥ州チェンナイ）、第16位はトヨタ自動車の

Toyota Kirloskar Motor Private Limited（ ①

70億ルピー、②非政府系インド会社、③製造

業（自動車・自動車部品））、④カルナータカ州

バンガロール）、同率第16位はホンダ系列の一

次サプライヤーである武蔵精密工業のMusashi 

Auto Parts India Private Limited（①70億ル

ピー、②非政府系インド会社、③製造業（その

他）、④デリー準州ニューデリー）、第18位はコ

マツのKomatsu India Private Limited（①67

億ルピー、②非政府系インド会社、③製造業（そ

の他）、④タミル・ナードゥ州チェンナイ）、第

19位 は い すゞ自 動 車 のIsuzu Motors India 

Private Limited（①60億ルピー、②外国法人

の子会社、③製造業（自動車・自動車部品、④

タミル・ナードゥ州チェンナイ）、第20位は日

本 ペ イ ン ト のNippon Paint （India） Private 

Limited（①57億ルピー、②非政府系インド会

社、③製造業（化学品）、④タミル・ナードゥ州

サングバーチャトラム）、となっている7。

上記の上位20社中、本研究のアンケート調

査に回答している企業は1社のみとなってい

る。このことは、アンケート調査の回答企業が

中小企業に偏っていることを端的に示唆して

いる。

３．アンケート調査回答企業の現況と
事業環境

本節では、アンケート調査に回答した日系企

業113社に焦点を絞って、その現況と事業環境
７ 上位20社のなかのNTTドコモや三菱ケミカルは、インドから撤退している。インドの厳しい市場環境のなかで、日系企業が生き残っていくのは極めて

難しい。上位20社のなかには入っていないが、2008年にインド最大手の製薬企業であるランバクシーを約5,000億円という巨額な資金で買収して注目さ
れたのが、第一三共であった。しかしながら、事業は失敗に帰し、第一三共はわずか6年でその株式を実質的に売却せざるを得なくなった。詳しくは、
上池・佐藤（2014）を参照されたい。
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を確認したい（調査にあたっては、2013年10

月時点での企業状況に基づいた回答を対象企

業に依頼している）。まず、本研究における「中

小企業」の定義をしておく必要がある。わが国

における中小企業基本法における定義では、業

種で異同があるが、資本金の額（または出資総

額）と従業員数で中小企業が規定されている。

すなわち、「製造業その他」の場合、それぞれ

3億円以下・300人以下の会社および個人が中

小企業と定義されている。「卸売業」では1億

円以下・100人以下、「小売業」では5,000万円

以下・50人以下、「サービス業」で5,000万円

以下・100人以下となっている。資本金か従業

員数のいずれかの条件が満たせば、中小企業

としてみなされる8。本研究では、アンケート

調査に回答していない企業でも現地法人として

企業登録されていれば（従業員数のデータは把

握できないが）資本金のデータが利用できるの

で、ここでは上記の資本金の規準をそのまま踏

襲することにする。為替レートとしてここでは

1ルピー＝1.7円を用いる。資本金のデータが得

られない20社については、中小企業基本法の

従業員規準を用いて中小企業であるかどうかを

判別した9。上記の定義に従うと、回答企業113

社のうち、大企業が39社、中小企業が74社と

なった。

さて、以下では、中小企業に注目してインド

進出日系企業の現況と事業環境を検討すること

にしたい。表1は、中小企業のインド進出の動

機を示している（必要に限り、大企業と全企業

の状況にも言及する）。第1位の進出理由は「イ

ンドの市場ニーズへの対応が容易」であった。

実に、44.6%もの企業がこれを理由に挙げてい

る。第2位は20.3%の「インド周辺国の需要が

旺盛、今後の拡大が見込まれる」である。第1

位と第2位をあわせると、6割以上ものインド

進出中小企業がインド国内市場のみならず周辺

国の市場開拓のためにインドに進出したことに

８ 中小企業庁（http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html）を参照されたい。これに対して、インドの2006年「中小企業法」によれば、製造業と
サービス業で異同があるが、投資規模によって中小企業が規定されている。製造業で1億ルピー（約1.7億円）以下、サービス産業で5,000万ルピー（約
8,500万円）以下となっている（Development Commissioner, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Government of India, http://www.
dcmsme.gov.in/ssiindia/defination_msme.htm）。

９ 注8で解説したように、インドにおける中小企業は設備などの固定資産の規模によって定義されており、日本の「中小企業基本法」の定義とは必ずしも
一致しない。中小企業の定義については、どのような定義をしてもどうしても恣意性を逃れることはできない。どのような定義が最も相応しいのかは、
今後の課題としたい。

大企業 中小企業 全体
インドの市場ニーズへの対応が容易 30.8 44.6 39.8
インド周辺国の需要が旺盛、今後の拡大が見込まれる 35.9 20.3 25.7
親会社や取引先等に伴って進出 17.9 10.8 13.3
インドに部品、原材料を安定供給するサプライヤーがある 0.0 2.7 1.8
高度な能力を持つ人材の確保が容易 2.6 2.7 2.7
インド市場への期待 0.0 1.4 0.9
労働力コストが低い 2.6 1.4 1.8
資材・原材料、製造工程、物流、土地・建物等のコストが低い 2.6 0.0 0.9
無回答 7.7 16.2 13.3

表1　インド進出日系企業のインド進出の動機
（％）
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なる。第3位は、10.8%の「親会社や取引先等

に伴って進出」となっている。中小企業が海外

進出する場合、よく観察される「随伴立地」と

いう現象である。これらに対して、「高度人材

確保の容易性」と「安価な労働コスト」を理由

に挙げた企業はそれぞれ2.7%、1.4%と極めて

マイナーである。

表2は、中小企業の主たる業種を示している。

これによれば、製造業の割合が50%、非製造業

の割合が50%と同率となっている。内訳をみる

と、製造業（一般機械器具・電機機器基器具）

が24.3%、商業が17.6%、サービス業が14.9%、

運輸業が13.5%と割合が10%を超える業種では

非製造業の方が多いことがわかる。大企業との

顕著な違いは、製造業（自動車・自動車部品）

で観察される。同業種は、大企業では20.5%を

占めるのに対して中小企業ではわずか2.7%にし

か過ぎない。また、金融・保険業と情報通信業

の分野では、中小企業は一社も存在していない

ことも重要な特徴である。

表3は、中小企業の雇用実績を集計している

（インド会社省のデータベースMCA21の企業基

本情報は資本金のデータはあるが、雇用規模の

データは分からない）。従業員数（取締役を含む。

ただし、派遣社員と協力会社の社員を除く）は

平均でみると59人で、雇用規模は最小で1人

から最大で800人である。日本からの駐在員は

平均で4人、最大で35人である。現地採用の

日本人は平均で1人であり、最小で0人から最

大で10人である。日本人の従業員に対する割

合は6.1%となっている10。派遣社員（インドで

は請負労働者と呼称される）であるが、平均で

大企業 中小企業 全体
製造業（一般機械器具・電気機械器具） 10.3 24.3 19.5
商業（卸売・小売・貿易等） 17.9 17.6 17.7
サービス業 5.1 14.9 11.5
運輸業（物流） 0.0 13.5 8.8
製造業（その他） 12.8 6.8 8.8
製造業（化学品） 7.7 6.8 7.1
製造業（鉄鋼・金属） 2.6 5.4 4.4
建設業 0.0 4.1 2.7
製造業（医療機器・医薬品） 2.6 2.7 2.7
製造業（自動車・自動車部品） 20.5 2.7 8.8
製造業（二輪車・二輪車部品） 2.6 1.4 1.8
金融・保険業 5.1 0.0 1.8
情報通信業（情報サービス・インターネット付随サービス） 7.7 0.0 2.7
情報通信業（通信） 2.6 0.0 0.9
その他 2.6 0.0 0.9
（製造業） 59.0 50.0 53.1
（非製造業） 41.0 50.0 46.9

表2　インド進出日系企業の主たる業種

10 この6.1%という値は、安保哲夫「世界の中のインド・ハイブリッド工場」（佐藤編 2017、第3章）での評価では、親‐子会社関係でみたときの日本的経
営生産システム導入の度合いが極めて高いとみなされる。その度合いは日本的システム導入度合いを5段階評価でみたときに、最高の5が付く大きさで
ある。これに対して、インド進出日系企業15社を調査した安保論文によると、平均点は1.3となった。これは、日本人従業員比率が1%未満〜 2%未満を
意味する。安保論文における調査が対象にした企業は、自動車やエレクトロニクス産業に属しており、操業年数が長いという特徴を持っている。

（％）
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23.2人も雇用しており、最大で800人である。

従業員数に対する派遣社員の割合は、4割にも

達している。派遣社員の積極的な活用は、日系

企業に限らず、インドでは普遍的に観察される

現象である。

離職率について離職者総数を従業員数で割

った値でみると、その数値は7.5%となる。今回

の調査ではブルーカラーとホワイトカラー別で

の情報を入手しなかったので、この数値から離

職率が低いことを額面どおり受け取ることはで

きない。筆者が参加した他の調査では、製造業

分野のインド進出日系企業におけるブルーカラ

ーの離職率はゼロに近い値であるのに対して、

ホワイトカラー（総務・人事などの間接部門や

工場の管理職を含む）の場合はその離職率は

（地域差や企業差があるが）概ね１割から2割

程度である11。通常、製造を行っている企業の

場合、ホワイトカラーに比べてブルーカラーが

より多く雇用されている。この離職率7.5%は、

そのような事情も踏まえて慎重に取り扱うべき

数値であることに注意しておきたい。

表4は、2012〜13年度の売上高を示したも

のである。中小企業は4割以上もの企業が回答

していない。中小企業全体の24.3%が自由な営

業活動に制限のある非現地法人となっているた

め回答できない可能性があることを考慮して、

大企業 中小企業 全体
（平均）

従業員数 507.8 58.7 212.4
日本国籍の従業員数 8.7 3.6 5.4
日本国籍の方で現地採用人数 0.6 0.6 0.6
派遣社員数 375.1 23.2 136.6
過去1年間の離職者数 23.2 4.4 9.4

（標準偏差）
従業員数 796.3 113.9 520.6
日本国籍の従業員数 14.6 5.6 10.1
日本国籍の方で現地採用人数 1.5 1.9 1.8
派遣社員数 1,100.5 104.9 651.8
過去1年間の離職者数 24.4 11.5 18.0

（最小値）
従業員数 4.0 1.0 1.0
日本国籍の従業員数 1.0 1.0 1.0
日本国籍の方で現地採用人数 0.0 0.0 0.0
派遣社員数 0.0 0.0 0.0
過去1年間の離職者数 0.0 0.0 0.0

（最大値）
従業員数 3,000.0 800.0 3,000.0
日本国籍の従業員数 90.0 35.0 90.0
日本国籍の方で現地採用人数 6.0 10.0 10.0
派遣社員数 5,000.0 800.0 5,000.0
過去1年間の離職者数 100.0 80.0 100.0

表3　インド進出日系企業の雇用実績

11 インドにおける離職率の高さについては、石上悦朗「インドICTサービス産業の新展開」（佐藤編 2017、第9章）を参照されたい。

（人）
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回答忌避を最も少なく見積もっても18.9%とな

る（43.2%-24.3%=18.9%）。調査当時、少なくな

いインド進出日系企業は、売上高や営業利益な

どの財務情報開示を忌避する傾向にあったこと

に留意しておきたい12。

中小企業で1億ルピーを下回る企業は全体の

25.8%、1億から50億ルピーが29.7%、50億ル

ピー以上が1.4%となっている。これに対して、

大企業の過半は1億ルピー以上の売上高となっ

ており、50億ルピー以上の割合も12.8%も存在

している。

さて、本調査時点の2013〜14年度において、

インド経済は、景気後退と高いインフレーショ

ン（即ちスタグフレーション）に直面しており、

通貨ルピーも暴落していた。そのため、本調

査は、インド経済の将来展望が最も悲観的な

時期に実施されている13。そこで、アンケート

調査では、2013〜14年度（調査当年度）と

2014〜15年度（調査翌年度）の売上高・経常

利益・雇用の展望を企業に聞いている。表5が

それを集計した結果である。筆者にとって意外

なことに、2013〜14年度に「増加する」と回

答した中小企業は売上高でみて58.1%、経常利

益で48.6%、従業員数で51.4%であり、2014〜

12 大企業の場合は、現地法人として特定化できない企業は2社のみであり、その意味での非現地法人の比率は5.1%であった。したがって、回答忌避率を
計算すると、28.3%となる。本調査当時、インド会社省のデータベース「MCA21」に必要事項を入力して登録を行えば、有償で財務諸表が入手できる
ことは必ずしも公知の事実ではなかったので、日本企業の関係者は、営業上の秘密事項として売上高や経常利益の情報を口外することを忌避する傾向
があった。

13 この時期のインド経済の状況については、佐藤（2012b）、（2014a）を参照されたい。

大企業 中小企業 全体
～2,000万 0.0 6.8 4.4
2,000～5,000万 5.1 6.8 6.2
5,000万～1億 2.6 12.2 8.8
1億～50億 46.2 29.7 35.4
50億以上 12.8 1.4 5.3
無回答 33.3 43.2 39.8

大企業 中小企業 全体 大企業 中小企業 全体
 2013～14年度の売上高  2014～15年度の売上高

増加 76.9 58.1 64.6 76.9 67.6 70.8
変化なし 5.1 12.2 9.7 2.6 9.5 7.1
減少 2.6 13.5 9.7 0.0 4.1 2.7
無回答 15.4 16.2 15.9 20.5 18.9 19.5

2013～14年度の経常利益    2014～15年度の経常利益
増加 69.2 48.6 55.8 71.8 62.2 65.5
変化なし 5.1 13.5 10.6 2.6 13.5 9.7
減少 5.1 20.3 15.0 2.6 5.4 4.4
無回答 20.5 17.6 18.6 23.1 18.9 20.4

  2013～14年度の全従業員数   2014～15年度の全従業員数
増加 59.0 51.4 54.0 64.1 56.8 59.3
変化なし 20.5 31.1 27.4 10.3 31.1 23.9
減少 10.3 5.4 7.1 2.6 1.4 1.8
無回答 10.3 12.2 11.5 23.1 10.8 15.0

表4　インド進出日系企業の売上高（2012〜13年度、単位：ルピー）

表5　インド進出日系企業の事業展望

（％）

（％）
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15年 度 で はさらに そ れ ぞ れ67.6%、62.2%、

56.8%とその回答率が高まっていた。実際、イ

ンド経済はその後、景気回復を実現しており、

経済産業省『海外事業活動基本調査』（経済産

業省 2014, 2015, 2016, 2017）をみても売上高

や従業員数は増加していることがわかる（ただ

し、大企業と比較すると、中小企業の事業展望

は必ずしも良好ではないことも指摘できる）。

2013〜14年度の経常利益が増加すると回答

した中小企業に対して、その理由を聞いたのが

表6である。中小企業の50％強が「インド市場

での売上増加」を指摘している。また、11.1%

の「輸出拡大による売上増加」に加えて、

12.5%の「販売効率の改善」や11.1%の「生産

効率の改善」はインド経済の景気悪化のなかで

の企業努力を端的に示している。

表7は、2013〜14年度の経常利益が減少す

ると回答した中小企業に対してその理由を追加

的に聞いている。理由の第1位は、28%の「イ

ンド市場での売上減少」である。第2位が24%

の「人件費の上昇」、第3位が「その他支出（管

理費、光熱燃料等）増加」となっている。先に

も述べたとおり、この当時、インド経済はスタ

グフレーションに陥っていたが、経常利益減少

の中小企業も、景気停滞（第1位の理由）とイ

ンフレーション（第2位と第３位の理由）に苦

しめられていたことがわかる。また、12%の中

小企業が為替レートの変動で利益が減少したと

答えている。輸入企業は、ルピーの暴落で被害

を被っていた14。そこで、つぎに日系企業の輸

大企業 中小企業 全体
インド市場での売上増加 46.8 51.4 49.3
販売効率の改善 9.7 12.5 11.2
輸出拡大による売上増加 12.9 11.1 11.9
生産効率の改善 8.1 11.1 9.7
調達コストの削減 8.1 5.6 6.7
為替変動 3.2 4.2 3.7
人件費の削減 4.8 2.8 3.7
その他支出（管理費、光熱燃料等）削減 4.8 1.4 3.0
その他 1.6 0.0 0.7

大企業 中小企業 全体
インド市場での売上減少 12.5 28.0 24.2
人件費の上昇 25.0 24.0 24.2
その他支出（管理費、光熱燃料等）増加 25.0 20.0 21.2
為替変動 12.5 12.0 12.1
輸出低迷による売上減少 0.0 8.0 6.1
調達コストの上昇 25.0 4.0 9.1
販売効率の悪化 0.0 4.0 3.0

表6　インド進出日系企業の事業展望（2013〜14年度経常利益増加の理由）

表7　インド進出日系企業の事業展望（2013〜14年度経常利益減少の理由）

14 インドの通貨ルピーは2011年から2013年にかけて外国為替市場で暴落を繰り返すようになった。この時期の為替レートの推移については、佐藤（2012a）
を参照されたい。

（％）

（％）
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入の実態を考察したい。

海外からの輸入の有無を示している表8によ

れば、中小企業の58.1%が輸入を行っているこ

とがわかる（大企業の比率はさらに高く、

79.5%にも達している）。

表9は、輸入企業の海外調達比率をみたもの

である。海外調達比率が8割を超えている中小

企業の割合は、46.3%と極めて高いことがわか

る（大企業の27.6%と比較しても高い）15。こう

した輸入比率の高さは、為替レート変動の影響

を大きく受けることを意味する。

表10から表12は、金額ベースでみた上位3カ

国の輸入先を示したものである。表10をみると、

65.2%もの中小企業が、第1位輸入相手国を日

本としている。第2位以下は、タイ（8.7%）、中

国（8.7%）、シンガポール（6.5%）となっている。

表11で第2位輸入相手国を確認すると、日本

（25.0%）、タイ・中国（同率10.7%）、EU・イン

ドネシア・韓国・台湾（同率7.1%）となっている。

表12で第3位輸入相手国をみると、中国（25%）、

タイ（15%）、シンガポール・ドイツ・韓国・日

本（同率10％）となっている。以上から、輸入

を行っている中小企業は、東アジア諸国からの

調達が多いことがわかる（これに対して、大企

業は相対的に多様な諸国から輸入している）。

15 100%から海外調達率を引き算をしたものを、現地調達率という。安保哲夫「世界の中のインド・ハイブリッド工場」（佐藤編 2017、第3章）での評価で
は、現地調達率で測った日本的経営生産システム導入の度合いを5段階評価でみたときに、20%未満が日本的システム導入度合いが最高の5が付く。安
保論文によると、調査対象のインド進出日系企業15社の平均点は2.5となっており、現地調達率が40% 〜 80％未満となっている。

大企業 中小企業 全体
輸入あり 79.5 58.1 65.5
輸入なし 15.4 35.1 28.3
無回答 5.1 6.8 6.2

大企業 中小企業 全体
日本 54.8 65.2 61.0
タイ 9.7 8.7 9.1
中国 9.7 8.7 9.1
シンガポール 3.2 6.5 5.2
ドイツ 0.0 2.2 1.3
ナイジェリア 0.0 2.2 1.3
フランス 0.0 2.2 1.3
マレーシア 6.5 2.2 3.9
米国 0.0 2.2 1.3
EU 3.2 0.0 1.3
インドネシア 3.2 0.0 1.3
オランダ 3.2 0.0 1.3
ベトナム 3.2 0.0 1.3
韓国 3.2 0.0 1.3

大企業 中小企業 全体
日本 20.8 25.0 23.1
タイ 16.7 10.7 13.5
中国 8.3 10.7 9.6
EU 0.0 7.1 3.8
インドネシア 4.2 7.1 5.8
韓国 4.2 7.1 5.8
台湾 0.0 7.1 3.8
オランダ 0.0 3.6 1.9
シンガポール 12.5 3.6 7.7
フィリピン 0.0 3.6 1.9
ベトナム 8.3 3.6 5.8
マレーシア 4.2 3.6 3.8
英国 0.0 3.6 1.9
米国 8.3 3.6 5.8
ドイツ 4.2 0.0 1.9
フランス 4.2 0.0 1.9
南アフリカ 4.2 0.0 1.9

大企業 中小企業 全体
20%未満 24.1 17.1 20.0
20～40%未満 10.3 12.2 11.4
40～60%未満 17.2 9.8 12.9
60～80%未満 20.7 14.6 17.1
80%以上 27.6 46.3 38.6

表8　インド進出日系企業の海外からの輸入

表10　インド進出日系企業の海外からの輸入
（第1位の輸入先相手国）

表11　インド進出日系企業の海外からの輸入
（第2位の輸入先相手国）

表9　インド進出日系企業の海外からの輸入
（海外調達比率）

（％）

（％）

（％）

（％）
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海外への輸出の有無を示している表13によ

れば、中小企業の23%が輸出を行っている（大

企業の比率は高く、38.5%となっている）。輸入

企業の割合と比較すれば、輸出企業の割合は

極めて低いことがわかる。

表14は、輸出企業の売上高に占める輸出比

率をみたものである。興味深いことに輸出比率

20％以下の中小企業が64.7%に対して、同比率

が80%以上の中小企業が23.5%もいることであ

る。輸出している中小企業のなかには、輸出中

心の企業が一定数以上いるということを示して

いる（こうしたことは、大企業では観察されな

い）。

表15から表17は、金額ベースでみた上位3

カ国の輸出先を示したものである。表15を確認

すると、70.6%もの中小企業が第1位輸出相手

国を日本としているの対して（輸出中小企業全

体のサンプル企業数は17社）、表16で第2位輸

出相手国を確認すると第1位はタイ（サンプル

企業数はわずか6社）、表17の第3位ではフィ

リピン・ベトナム・中近東・中国に輸出してい

る企業がそれぞれ1社づつ存在している（した

がってサンプル企業数は4社のみ）。輸出企業

のサンプル数自体が少ないという問題があるこ

とに留意したうえで、輸出を行っている中小企

業は、アジア諸国への輸出が多いと推察される

（これに対して、大企業は相対的に欧米諸国に

輸出している）。

大企業 中小企業 全体
中国 35.3 25.0 29.7
タイ 5.9 15.0 10.8
シンガポール 0.0 10.0 5.4
ドイツ 0.0 10.0 5.4
韓国 5.9 10.0 8.1
日本 29.4 10.0 18.9
カナダ 0.0 5.0 2.7
ベトナム 0.0 5.0 2.7
台湾 5.9 5.0 5.4
米国 5.9 5.0 5.4
フィリピン 5.9 0.0 2.7
EU 5.9 0.0 2.7

大企業 中小企業 全体
日本 23.1 70.6 50.0
UAE 0.0 5.9 3.3
スリランカ 0.0 5.9 3.3
タイ 7.7 5.9 6.7
バングラデシュ 7.7 5.9 6.7
米国 7.7 5.9 6.7
EU 15.4 0.0 6.7
オーストラリア 7.7 0.0 3.3
フランス 7.7 0.0 3.3
ミャンマー 7.7 0.0 3.3
メキシコ 7.7 0.0 3.3
中南米 7.7 0.0 3.3

大企業 中小企業 全体
20%未満 66.7 64.7 65.6
20%～40% 20.0 5.9 12.5
40%～60% 6.7 0.0 3.1
60%～80% 0.0 5.9 3.1
80%以上 6.7 23.5 15.6

大企業 中小企業 全体
輸出あり 38.5 23.0 28.3
輸出なし 51.3 67.6 61.9
無回答 10.3 9.5 9.7

表12　インド進出日系企業の海外からの輸入
（第3位の輸入先相手国）

表15　インド進出日系企業の海外への輸出
（第1位の輸出先相手国）

表14　インド進出日系企業の海外への輸出
（売上高に占める輸出比率）

表13　インド進出日系企業の海外への輸出

（％）

（％）

（％）

（％）
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さて、日本とインドは、「日印包括的経済連携

協定」（Comprehensive Economic Partnership 

Agreement: CEPA）という名称の地域貿易協

定を締結し、2011年から協定を施行している。

両国にとって、これまで締結に合意した地域貿

易協定のなかでは、日印CEPAは相手国の経済

規模が最大である16。2006年の貿易実績で測っ

て、インドからの輸入総額の97%、インドへの

輸出総額の90%、両国間の貿易総額の94%に

対して、関税引き下げとその撤廃がなされる。

日本側では、貿易品目数でみて、全9,042品目

のうち、関税を即時撤廃するものが7,143品目、

段階的に撤廃するものが708品目、関税撤廃の

例外となるものが1,191品目になる。インド側で

は、貿易品目でみて、全11,290品目のうち、即

時撤廃するものが2,074品目、段階的に撤廃す

るものが7,676品目、関税撤廃の例外となるも

のが1,540品目になる（栗原 2011）。

それでは、進出日系企業は、どの程度CEPA

に関わっているのだろうか。表18パネル（1）

をみると、日印CEPAの特恵関税制度を利用し

ている中小企業の割合は14.9%に過ぎない（大

企業でも10.3%しか利用していない）。輸出ない

しは輸入、あるいは両方とも行っている企業だ

けにサンプルを限定したうえで、CEPAの利用

をみたのが同表パネル（2）である。これによ

っても、中小企業で22.4%、大企業で12.5%し

かCEPAの特恵関税制度を利用していないこと

がわかる17。特恵関税制度を利用するためには、

企業は申請のための事務処理を行う必要があ

り、そのために人や時間を割く必要がある。し

たがって、中小企業の利用率が大企業よりも高

いことは意外な結果である。

大企業 中小企業 全体
タイ 0.0 33.3 16.7
バングラデシュ 0.0 16.7 8.3
マレーシア 0.0 16.7 8.3
韓国 0.0 16.7 8.3
日本 0.0 16.7 8.3
UAE 16.7 0.0 8.3
インドネシア 16.7 0.0 8.3
オーストラリア 16.7 0.0 8.3
サウジアラビア 33.3 0.0 16.7
シンガポール 16.7 0.0 8.3

大企業 中小企業 全体
フィリピン 0.0 25.0 11.1
ベトナム 0.0 25.0 11.1
中近東 0.0 25.0 11.1
中国 0.0 25.0 11.1
ドバイ 20.0 0.0 11.1
ネパール 20.0 0.0 11.1
中東 20.0 0.0 11.1
日本 40.0 0.0 22.2

表16　インド進出日系企業の海外への輸出
（第2位の輸出先相手国）

表17　インド進出日系企業の海外への輸出
（第3位の輸出先相手国）

16 インドが締結している地域貿易協定について詳しくは、佐藤（2011）を参照されたい。
17 CEPAの特恵関税制度を利用するためには、日本企業は日本商工会議所を通じて原産地証明書の申請をしてそれを入手する必要がある。2011-12年度以

降の発給件数をみると、2011-12年度7,696件→2012-13年度1万9,822件→2013-14年度2万6,147件→2014-15年度3万2,365件→2015-16年度3万
7,791件→2016-17年度4万2,864件となっている（経済産業省貿易経済協力局 2017）。本研究で観察されるような特恵関税制度の利用が低調だったのは、
2011年8月からCEPAがスタートしてまだ2年程度しか経過しておらず、制度の利用がまだ定着してなかったのが理由のひとつかもしれない。その後、
順調に発給件数が増加していることから、現在の利用率は相当改善しているものと推察される。

（％）

（％）
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日本とインドの経済関係は、日印CEPAのみ

ならず、政府開発援助（ODA）の分野でも緊

密な連携を行っている。代表的なプロジェクト

が、「デリー・ムンバイ産業大動脈」（Delhi 

Mumbai Industrial Corridor: DMIC）である。

DMICは、デリーとムンバイの間に貨物専用鉄

道を敷設しそれを産業物流の「背骨」に見立て、

その周辺に、工業団地・物流基地・発電所・道

路・港湾・住宅施設・商業施設などのインフラ

を民間投資主体で整備するという野心的な円借

款事業である。このDMICの「背骨」に当たる

のが、インド貨物専用鉄道構想（Dedicated 

Freight Corridor Project: DFC）である。DFC

は、約1,500kmの距離があるデリー・ムンバ

イ間に貨物コンテナ専用の鉄道新線を敷設

し、大容量かつ高速の物流を可能とする事業

である。DFCは、インドに対しては初めて本

邦技術活用条件（Special Terms for Economic 

Partnership: STEP）を付け、タイド（紐付き）

円借款による支援がなされる。DFCは、最終

的には日本の総合商社である双日株式会社が

落札に成功した。大規模で総合的なインフラ開

発を企図するDMICは、インドの経済発展に貢

献するだけではなく、デリー・ムンバイを結ぶ

地域における日系企業にとっても大きなメリッ

トがある。DMICに対する円借款供与総額は、

単一事業に対する供与額としては過去最大規

模になり、事業化が成功すれば雇用が7年で2

倍、工業生産量が9年で3倍、輸出量が9年で

4倍になると予想されている（経済産業省アジ

ア大洋州課 2010）18。

それでは、DMICに進出日系企業がどの程度

関わっているのだろうか。表19によれば、

DMICの事業案件に参加している中小企業の割

合はわずか9.5%である（大企業になると、さら

にその割合が小さく5.1%に過ぎない）19。

つぎに、インド進出日系企業が直面している

事業環境の現況を検討したい。事業環境とし

て「資金調達」「不動産取得」「許認可」「汚職」

「裁判」「犯罪」「関税」「電力」「質の高い労働力」

「労働規制」「政治不安」「競合企業の行動」「税

務行政」「税率」「物流」「知的財産権」の16項

目を取り上げ、それぞれの項目に対して「問題

パネル（1）全サンプル

大企業 中小企業 全体
利用なし 59.0 67.6 64.6
利用あり 10.3 14.9 13.3
無回答 30.8 17.6 22.1

パネル（2）貿易を行っているサンプル

大企業 中小企業 全体
利用なし 59.4 65.3 63.0
利用あり 12.5 22.4 18.5
無回答 28.1 12.2 18.5

表18　インド進出日系企業の日印包括的経済連携協定
（CEPA）の特恵関税制度の利用

18 ムンバイ・アーメダバード間の高速旅客鉄道に、日本の新幹線方式が導入されることが決定された（国土交通省 2015）。これは、DMICがカバーしてい
る地域で最近年で最も注目された案件である。

19 DMICに関わっている企業は、親会社が東証一部上場の大企業が多いが、本研究のアンケート調査はそのような企業の回答率が極めて低い。このことが、
大企業の参加率が中小企業よりも低くなっている理由のひとつであると推察される。

大企業 中小企業 全体
参加なし 79.5 81.1 80.5
参加あり 5.1 9.5 8.0
無回答 15.4 9.5 11.5

表19　インド進出日系企業のデリー・ムンバイ間産業
大動脈（DMIC）への参加

（％）

（％）

（％）



2017.1122

ない」「すこし問題」「問題」「かなり問題」「極

めて深刻」の5段階評価で企業に回答を求め

た20。表20は、それをとりまとめたものである（大

企業と企業全体の結果については、本稿の最

後に付表としてまとめている）。

表20をみると、「問題ない」と答えた中小企

業の割合が40%を超える項目は、資金調達、不

動産取得、裁判制度の3項目となっている。意

外なのは、資金調達と不動産取得の面で多くの

企業がビジネス上の障害と考えていないことで

ある。これは、インドの金融市場や土地貸借市

場が整備されていると解釈するのではなく、資

金調達や不動産取得に困難を抱えている企業

はそもそもインドに進出しないであろうし、現

在、操業できていなかったとみなすのが適切で

ある。そうした問題を克服した企業が調査対象

企業になっていることが、こうした回答の原因

と考えるのが自然である21。また、裁判制度に

ついては28.4%もの企業が「無回答」である。

このことは、そもそも、訴訟の当事者になるよ

うな経験をしていない企業もそれなりに存在し

ていることを示唆している。

また、39.2%の企業が犯罪等に対しても「問

題ない」と回答している。インドでは長期の駐

在経験者なら一度や二度はスリや置き引きなど

の窃盗被害に遭っている可能性が高いが（佐

藤 2016a）、事業活動上の障害にはなっていな

い、ということであろう。

問題ない すこし問題 問題 かなり問題 極めて深刻 無回答
不動産取得 54.1 12.2 4.1 9.5 10.8 9.5
資金調達 44.6 25.7 9.5 2.7 1.4 16.2
裁判制度 43.2 5.4 13.5 8.1 1.4 28.4
犯罪・窃盗・治安 39.2 27.0 10.8 4.1 5.4 13.5
知的財産権の保護 29.7 21.6 10.8 8.1 5.4 24.3
労働規制 29.7 35.1 10.8 6.8 4.1 13.5
汚職 27.0 10.8 12.2 12.2 14.9 23.0
許認可制度 24.3 20.3 18.9 14.9 9.5 12.2
競合企業の行動 23.0 24.3 16.2 24.3 4.1 8.1
政治不安 21.6 33.8 18.9 9.5 4.1 12.2
関税と貿易規制 17.6 14.9 21.6 21.6 16.2 8.1
質の高い労働者の確保 14.9 31.1 17.6 21.6 5.4 9.5
税務行政 12.2 24.3 17.6 21.6 13.5 10.8
電力 12.2 27.0 23.0 14.9 12.2 10.8
税率 9.5 23.0 21.6 25.7 12.2 8.1
物流 9.5 13.5 35.1 24.3 9.5 8.1

表20　インド進出日系企業（中小企業）の事業環境上の障害（5段階評価）

20 企業が直面するこうした事業環境の障害に関する質問項目は、世界銀行（World Bank）のビジネス事業者調査（Business Enterprise Survey）に準拠
している。この世界銀行のデータを用いて、中国・インド・ロシアにおける事業環境と経済実績の関係を分析した研究論文としては、加藤・佐藤（2013）
がある。

21 しかしながら、同時に不動産取得について「極めて深刻」と回答している企業も10.8%も存在している。インドでは植民地時代に作られた「土地収用法」
が長く利用されていたが、2013年に大幅に改正された。にもかかわらず、土地収用に関わる紛争問題の解決が難しく、インドの現政権も土地収用法の
再改正を試みたが、失敗に終わっている。インドにおける土地市場をめぐる問題については、佐藤隆広「土地市場」（絵所・佐藤編 2014、第7章）を参
照されたい。

（％）
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知的財産権の保護、労働規制や政治不安は、

21.6%から29.7%の企業が「問題ない」と回答

しているが、「極めて深刻」と考えている企業

も4.1%から5.4%とそれほど多くはない。

汚職の蔓延は、「問題ない」と回答している

企業が27%となっている。しかしながら、イン

ドのナレンドラ・モディ現政権にとって、汚職

やブラックマネーの撲滅は重要な問題とみなさ

れている22。実際、日系企業も「極めて深刻」

と回答している企業が14.9%も存在している23。

許認可制度をみると、「問題ない」と回答し

ている企業が24.3%であるの対して、「極めて

深刻」と回答している企業の割合は9.5%となっ

ている。政府規制は、やはり日本企業のビジネ

ス障壁になっていると思われる。

競合企業の行動は、28.4%もの企業が「かな

り問題」あるいは「極めて深刻」に考えている

ことがわかる。ここでいう問題とは、競合企業

による模造品や低品質な類似品との競争を想定

している。

そこで、表21をみると、インド進出日系企業

が考える競合企業の33.8%が現地に進出したそ

の他外資系企業、27%が現地地場企業、21.6%

が現地日系企業となっている。インド市場の重

要な特徴の一つは、地場企業・外資系企業・日

系企業の三つ巴の競争になっていることであ

り、表21の結果はこのことを端的に示している。

「問題ない」と答える企業の割合が20%未満

のものを取り上げると、関税と貿易規 制

（17.6%）、質の高い労働者の確保（14.9%）、税

務行政（12.2%）、電力（12.2%）、税率（9.5%）、

物流（9.5%）となっている。

質の高い労働者に加えて、日系企業は、関税・

税務行政・税率などの税金関係と電力・物流な

どのインフラに、かなり深刻なビジネス上の問

題を感じていることがわかる。実際、インドは

外国企業に対してインド現地企業よりも10%ポ

イント高い法人税を課している。現地企業の基

本税率が30%に対して外国企業のそれが40%

となっている。2011年には、税制上の優遇措

置 が ある経 済 特 区（SEZ）に 最 低 代 替 税

（Minimum Alternate Tax）が突然賦課される

ということもあった。インドのインフラが脆弱

であることはよく知られていることであるが、

質の高い労働者の確保に多くの企業が苦労し

ていることは意外ではないだろうか。実は、こ

22 2016年11月にモディ政権は、汚職撲滅とブラックマネー根絶を目的として流通している高額紙幣を一挙に廃貨にした。その規模は、流通している現金
の85％に相当するものであった。この高額紙幣廃止の功罪については、佐藤（2016b）、（2017b）を参照されたい。

23 汚職には潤滑油効果があり、強力な規制が存在するときには政府関係者に対して賄賂を用いることによって、自由な企業活動を実現でき、企業実績が改
善する場合がある。汚職と企業活動の関係は複雑であるが、詳しくはKato and Sato（2014）、（2015）を参照されたい。

大企業 中小企業 全体
現地に進出したその他外資系企業 30.8 33.8 32.7
現地地場企業 25.6 27.0 26.5
現地日系企業 25.6 21.6 23.0
その他 2.6 8.1 6.2
現地日系企業、現地地場企業 2.6 0.0 0.9
無回答 12.8 9.5 10.6

表21　インド進出日系企業の競合相手国企業
（％）
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のことは、企業関係者から直接ヒアリングする

と、決して意外な回答ではない。この点につい

ては、もう一度触れたい。

それでは、以上16項目のなかで、日系の中

小企業は一体何を最大の事業環境上の障壁と

考えているのであろうか。表22でそれを示して

いる。上位6位までをみると、第1位は質の高

い労働者の確保（20.3%）、第2位は税務行政

（12.2%）、第3位は物流（12.2%）、第4位は関税

と貿易規制（10.8%）、第5位は競合企業の行動

（10.8%）、第6位は許認可制度（9.5%）となっ

ている。知的財産権の保護、不動産取得、裁

判制度、労働規制を最大の障害と回答した企業

は1社も存在しなかった。

脆弱なインフラと税制・許認可をはじめとす

る強い規制がインドビジネスの最大の障害とな

っていることに加えて、中小企業にとって最も

深刻な問題は「質の高い労働者の確保」となっ

ていることは強調するに値する。インド進出日

系企業が、従業員の高い離職率や欠勤率のみ

ならず、間歇的に発生する深刻な労使紛争にも

頭を悩ませていることは、一度でもインドの製

造現場を訪問した人間の間ではよく知られてい

る。また、全般的に、インドにおける職業訓練

校の質は悪く、そのため、日本企業が要求する

水準の産業人材の厚みも薄い24。

４．おわりに

本稿で得られた事実のなかで興味深いと思

われるものをまとめれば、以下のとおりである。

第1に、インド進出の動機をみると、多くの日

系中小企業がインド国内市場とインド周辺国の

需要拡大を期待している。第2に、日系中小企

業は派遣社員を大量に雇用している。第3に、

2013年にはインド経済は深刻な経済危機に直

面していたにもかかわらず、過半以上の中小企

24 この論点を本稿は残念ながら深掘りすることはできないが、安保哲夫「世界の中のインド・ハイブリッド工場」（佐藤編 2017、第3章）と労働政策研究・
研修機構（2016）が参考になるであろう。

大企業 中小企業 全体
質の高い労働者の確保 12.8 20.3 17.7
税務行政 15.4 12.2 13.3
物流 12.8 12.2 12.4
関税と貿易規制 10.3 10.8 10.6
競合企業の行動 12.8 10.8 11.5
許認可制度 0.0 9.5 6.2
汚職 0.0 4.1 2.7
電力 2.6 4.1 3.5
犯罪・窃盗・治安 0.0 4.1 2.7
政治不安 0.0 2.7 1.8
資金調達 7.7 1.4 3.5
税率 2.6 1.4 1.8
知的財産権の保護 2.6 0.0 0.9
無回答 20.5 6.8 11.5

表22　インド進出日系企業の最大の事業環境障壁
（％）
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業の業績は好調であり、2014年の事業展望も

良好であった。第4に、日系中小企業の輸出入

についてみると、その6割の企業が輸入をして

おり、輸出をしている企業の割合は2割をやや

上回る程度に過ぎない。多くの企業にとって貿

易相手国としては日本が最大である。第5に、

日系中小企業が直面している最大のビジネス阻

害要因は、質の高い労働力の確保であった。ま

た、日系企業は、電力・物流などの脆弱なイン

フラと許認可制度・税務行政・高い税率などの

強い政府規制の対応にも苦慮している。第6に、

日印包括的経済連携協定（CEPA）やデリー・

ムンバイ産業大動脈（DMIC）に関わっている

企業は少数であることがわかった。

さて、本稿で利用したアンケート調査はナレ

ンドラ・モディ政権が成立する直前に実施した

ものであり、すでに調査から4年近く経過して

いる。また、2017年7月には、これまでの間接

税体系を抜本的に改革した「物品・サービス税」

（Goods and Services Tax: GST）が実施される

ようになった。GSTは、中央政府と州政府の2

つの間接税を一本化し、あわせて内国関税を撤

廃するものである。こうした全く新しい事業環

境のなかで、インド進出日系中小企業はどのよ

うな状況にあるのだろうか。この点については、

今後の研究課題としたい。
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パネル（1）大企業

問題ない すこし問題 問題 かなり問題 極めて深刻 無回答
不動産取得 51.3 12.8 10.3 7.7 5.1 12.8
犯罪・窃盗・治安 46.2 23.1 5.1 7.7 2.6 15.4
資金調達 35.9 12.8 15.4 5.1 5.1 25.6
裁判制度 35.9 15.4 7.7 5.1 2.6 33.3
政治不安 30.8 28.2 17.9 5.1 0.0 17.9
汚職 28.2 23.1 7.7 12.8 7.7 20.5
知的財産権の保護 28.2 28.2 17.9 5.1 0.0 20.5
労働規制 25.6 25.6 25.6 5.1 0.0 17.9
許認可制度 17.9 17.9 7.7 30.8 5.1 20.5
電力 15.4 23.1 25.6 12.8 10.3 12.8
税務行政 12.8 20.5 15.4 17.9 15.4 17.9
税率 12.8 17.9 25.6 17.9 10.3 15.4
競合企業の行動 12.8 35.9 17.9 10.3 7.7 15.4
関税と貿易規制 10.3 17.9 17.9 23.1 15.4 15.4
質の高い労働者の確保 10.3 20.5 35.9 15.4 5.1 12.8
物流 7.7 12.8 23.1 30.8 10.3 15.4

パネル（2）企業全体

問題ない すこし問題 問題 かなり問題 極めて深刻 無回答
不動産取得 53.1 12.4 6.2 8.8 8.8 10.6
犯罪・窃盗・治安 41.6 25.7 8.8 5.3 4.4 14.2
資金調達 41.6 21.2 11.5 3.5 2.7 19.5
裁判制度 40.7 8.8 11.5 7.1 1.8 30.1
知的財産権の保護 29.2 23.9 13.3 7.1 3.5 23.0
労働規制 28.3 31.9 15.9 6.2 2.7 15.0
汚職 27.4 15.0 10.6 12.4 12.4 22.1
政治不安 24.8 31.9 18.6 8.0 2.7 14.2
許認可制度 22.1 19.5 15.0 20.4 8.0 15.0
競合企業の行動 19.5 28.3 16.8 19.5 5.3 10.6
関税と貿易規制 15.0 15.9 20.4 22.1 15.9 10.6
電力 13.3 25.7 23.9 14.2 11.5 11.5
質の高い労働者の確保 13.3 27.4 23.9 19.5 5.3 10.6
税務行政 12.4 23.0 16.8 20.4 14.2 13.3
税率 10.6 21.2 23.0 23.0 11.5 10.6
物流 8.8 13.3 31.0 26.5 9.7 10.6

付表　インド進出日系企業の事業環境上の障害（5段階評価）
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